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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内障子Ａと外障子Ｂとからなり、両障子Ａ，Ｂは框が室外側アルミ材１と室内側樹脂材
２とからなる開閉可能な断熱障子であって、外障子Ｂにおける召合せ框５の室内側樹脂材
２を配置するに当って、室外側アルミ材１は、ガラス板３の間口端部３ａに臨む室外側延
出部１ｅを室外側に有すると共に、煙返し部１ａと突起１ｃとを室内側側面に有し且つガ
ラス板３側の見込み面に凹部１ｂを有しており、室内側樹脂材２は、一端部５０が室外側
アルミ材１の煙返し部１ａに嵌合すると共に突起１ｃにバネ性を働かせて係止する係止片
１ｄが設けてあり、中間部５１は凹部１ｂに係合しており、他端部５２に室外側アルミ材
１の端部を超えて延長し且つガラス板３の間口端部３ａに臨ませる樹脂延出部２ａが設け
てあり、室外側延出部１ｅ及び樹脂延出部２ａの各々に、ガラス板押え４を取り付ける取
付段部１ｆ、２ｂを設けてあることを特徴とする断熱障子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、屋外側を耐候性の良いアルミ材で、屋内側を熱伝導率の低い樹脂材で構成され
た断熱障子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、開閉障子において、内障子と外障子とから構成し、それぞれの障子の框を室外側ア
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ルミ材と室内側樹脂材とからなる開閉可能な断熱障子とし、外障子における召合せ框の室
内側にも室内側樹脂材を配置する技術は公知である。
しかしながら、このような従来技術に係る外障子のガラス板３を支持する召合せ框４０の
室内側の構造は、図４に示すように、アルミ材４１と樹脂材４２を二重に積層して配置す
るために、召合せ框４０全体の見込み寸法が大きくなり、コストアップの要因となってい
た。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解消することに有り、即ち、断熱
障子の断熱機能を維持しつつ召合せ框部の見込み幅を小さくすることで、製品の低廉化と
デザイン性の向上を図ることにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を達成するために、請求項１記載の断熱障子は、内障子Ａと外障子Ｂとからな
り、両障子Ａ，Ｂは框が室外側アルミ材１と室内側樹脂材２とからなる開閉可能な断熱障
子であって、外障子Ｂにおける召合せ框５の室内側樹脂材２を配置するに当って、室外側
アルミ材１は、ガラス板３の間口端部３ａに臨む室外側延出部１ｅを室外側に有すると共
に、煙返し部１ａと突起１ｃとを室内側側面に有し且つガラス板３側の見込み面に凹部１
ｂを有しており、室内側樹脂材２は、一端部５０が室外側アルミ材１の煙返し部１ａに嵌
合すると共に突起１ｃにバネ性を働かせて係止する係止片１ｄが設けてあり、中間部５１
は凹部１ｂに係合しており、他端部５２に室外側アルミ材１の端部を超えて延長し且つガ
ラス板３の間口端部３ａに臨ませる樹脂延出部２ａが設けてあり、室外側延出部１ｅ及び
樹脂延出部２ａの各々に、ガラス板押え４を取り付ける取付段部１ｆ、２ｂを設けてある
ことを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の態様】
（全体構成）
本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。先ず、断熱障子全体を図２，３に従って
説明すると、断熱障子は、内障子Ａと外障子Ｂからなり、それぞれの障子Ａ，Ｂは、開口
枠を構成する上枠１１、下枠１２及び縦枠１３，１４により開閉可能に支持されている。
また、内障子Ａは、上框２１、下框２２、戸先框２３及び内召合せ框３１により支持され
たガラス板３から構成されており、外障子Ｂは、上框２１、下框２２、戸先框２３及び召
合せ框５により支持されたガラス板３から構成されている。また、両障子Ａ，Ｂは、それ
ぞれの框が室外側アルミ材１と室内側樹脂材２とからなる断熱障子である。
【０００７】
（外障子Ｂの召合せ框５）
本実施例は、外障子Ｂの召合せ框５の室内側構造に特徴を有するものであり、特に図１に
示すように、外障子Ｂにおける召合せ框５の室内側樹脂材２を配置するに当って、室内側
樹脂材２の一端部を室外側アルミ材１に形成されている煙返し部１ａに嵌合させ、室内側
樹脂材２の中間部を室外側アルミ材１に形成した凹部１ｂに係合させる。なお、室外側ア
ルミ材１と室内側樹脂材２の係止を強固で且つ安定させるために、室外側アルミ材１の室
内側側面に突起１ｃを設け、室内側樹脂材２にそれに臨むバネ性を働かせた係止片１ｄを
設け、それぞれを互いに係止させることが好ましい。
更に、室内側樹脂材２の他端部を、室外側アルミ材１の端部を超えて延長させた樹脂延出
部２ａとする。そして、この樹脂延出部２ａをガラス板３間口に臨ませると共に、該樹脂
延出部２ａのガラス板３側にガラス板押え４を取り付ける取付段部２ｂを形成したもので
ある。なお、取付段部２ｂは、凹状の溝または底面が傾斜した溝によって形成されてもよ
い。
【０００８】
　（実施例の効果）
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　本実施例は、上記の構成により、外障子Ｂにおける召合せ框５に室内側樹脂材２を配置
するに当って、室内側樹脂材２単独でガラス間口に臨ませることができるため、断熱機能
を維持したまま召合せ框５の見込み幅を小さくすることができる。また、室外側アルミ材
１の室内側側面に突起１ｃを設け、室内側樹脂材２にそれに臨むバネ性を働かせた係止片
１ｄを設け、それぞれを互いに係止させているので、室外側アルミ材１と室内側樹脂材２
の係止は強固で安定している。また、召合せ框５，３１間に指を詰めた場合などには、樹
脂延出部２ａが樹脂材のみであることから、怪我が小さくてすむという付随的効果もある
。
【０００９】
更に、樹脂延出部２ａにガラス板押え４を取り付けるに当って、取付段部２ｂを形成した
ことから、ガラス板押え４の位置設定が容易になり、また、ガラス板押えのための幅が少
なくてすむことから、召合せ框５部の見込み幅を一層小さくすることができる。
【００１０】
【発明の効果】
　本発明は、上記構成により下記の効果を奏する。本発明によれば、外障子における召合
せ框に室内側樹脂材を配置するに当って、樹脂材単独でガラス間口に臨ませることができ
るため、見込み幅を小さくすることができ、断熱性能も向上させることができる。更に、
室外側延出部及び樹脂延出部の各々に取付段部を形成したことから、ガラス板押えの位置
設定が容易になり、また、ガラス板押えのための幅を少なくすることができることから、
召合せ框部の見込み幅を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例の要部水平断面図。
【図２】　同実施例の縦断面図。
【図３】　同実施例の水平断面図。
【図４】　従来技術に係る断熱障子の水平断面図。
【符号の説明】
　　Ａ・・・内障子
　　Ｂ・・・外障子
　　１・・・室外側アルミ材
　　１ａ・・・煙返し部
　　１ｂ・・・凹部
　　１ｃ・・・突起
　　１ｄ・・・係止片
　　１ｅ・・・室外側延出部
　　１ｆ・・・取付段部（室外側）
　　２・・・室内側樹脂材
　　２ａ・・・樹脂延出部
　　２ｂ・・・取付段部（室内側）
　　３・・・ガラス板
　　３ａ・・・間口端部
　　４・・・ガラス板押え
　　５・・・召合せ框（外障子）
　　１１・・上枠
　　１２・・下枠
　　１３，１４・・縦枠
　　２１・・上框
　　２２・・下框
　　２３・・（外障子の）戸先框
　　３１・・内召合せ框（内障子）
　　４０・・外障子の召合せ框（従来技術）
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　　４１・・アルミ材
　　４２・・樹脂材
　　５０・・一端部
　　５１・・中間部
　　５２・・他端部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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